
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

鶴留社労士事務所だより 

2019年  7月号 

8 月 22 日（木）一緒に受講しませんか？ 

私が所属している「健康企業推進研究会®」で、公開講座が開催されます。 

 

通常の研修会は、会員以外は参加できないのですが 

今回は公開講座なので昨年同様、外部の企業も参加できます。 

 

テーマ： 

「人間の本性に働きかける人事労務マネジメントとは」 
講師：西川幸孝 氏 

 

参加費：お一人 12,000 円（税込） 複数人のお申込み可 

 

 

 

 

 

 

 

なんだか刺激的なテーマで、どんな話が聞けるのか私も楽しみにしています。 

私は懇親会まで参加します（＾＾） 

 

中に詳細が記載された案内を同封しています。 

 

ぜひ今一緒に学びましょう！！ 

参加申し込みは、私が取りまとめて行いますので、 

参加ご希望の方は、鶴留あて 7/31 までにご連絡くださいませ 

日時：２０１９年８月２２日 

14：20 開会あいさつ（開場は 14：00） 

14：30～16：50 講演 

17：00～19：00 懇親会 

＊懇親会の（参加／不参加）は選択可です。 

場所：ＴＫＰガーデンシティ博多 

福岡市博多区博多駅前 3-4-8 

サットンホテル博多シティ内 5Ｆ 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/

gc-hakata/access/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆企業が行う受入手続も軽減 

外国人材受入れに必要な手続きは企業分類により異な

り、中小企業に限って企業の沿革や主要取引先等を明記

した企業概要、登記事項証明書、直近の決算書、労働条

件通知書、留学生の卒業証明書等の提出が求められま

す。 

そのため、2018 年 12 月に負担軽減策を講じるこ

とが決定され、2019 年４月より、厚生労働省のユー

スエール認定企業が、在留資格「留学」「特定活動（就

職活動）」の外国人材を採用する場合には、上記書類の

提出が不要となりました。 

 

◆どんな働き方が可能になる？ 

改正の内容は、高い日本語能力を有し大学または大学院

を卒業した外国人留学生を対象に、在留資格「特定活動

（就職活動）」による入国・在留を認めるものです。 

出入国在留管理庁ガイドラインでは、具体的な活動例と

して、(1)飲食店、小売店、ホテル・旅館での接客や販売の

業務、(2)他の外国人従業員に日本人従業員の作業指示を伝

えながら行う工場のライン業務、(3)観光客向けツアー企

画・立案や通訳を兼ねながら行うタクシードライバー業務、

(4)他の外国人従業員等の指導を行いながら行う介護業務

が挙げられています。 

ユースエール認定取得で外国人留学生採用も有利に 

 

 

 

◆政府の方針 

６月４日のデジタル・ガバメント閣僚会議で、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方

針」が公表されました。その柱は下記の４点です。 

１．自治体ポイントの活用（令和２年度；消費活性化策） 

２．マイナンバーカードの健康保険証利用（令和３年３月から） 

３．マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等 

４．マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大 

このうち企業の実務に影響があるのは、２の健康保険証利用です。 

◆企業の総務事務の効率化を促進するための方策 

マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業の健康保険に係る事務のコスト縮減につながることが期待されます。

さらに、マイナンバーカードの民間活用等を通じて社員の健康管理への活用等が促進されるよう、モデル事業等を行う

とされています。 

また、マイナンバーカードの社員証等の各種証明としての活用が促進されるよう、利用手続の簡素化等を実施すると

ともに、令和２年 11 月頃より、企業が行う従業員の社会保険・税手続のワンストップ化を開始できるよう取組みを推進

します。 

あわせて、令和２年４月より、情報システムに係る調達等において、マイナンバーカードの普及実績等を評価する仕組

みを導入します。 

◆社会保険・税手続きのワンストップ化の流れ 

政府の報告によれば、従業員の採用、退職等のライフイベントに伴う社会保険・税手続きについては、①令和２年 11

月からマイナポータルを通じたオンライン・ワンストップ化を開始し、②令和３年度後半から、企業が保有する情報の

クラウドを活用した提出の実現を目指すとされています。マイナンバーカードの普及はそれに向けての重要な役割を担

っており、情報漏洩のない安全な運用が期待されます。 

◆健康保険証への利用実現へ向けて 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することにより、①医療の質の向上、②被保険者の利便性の向上が期待

されますが、環境整備も必要です。医療機関側でマイナンバーカード利用のための端末、システムを整備するための支援

が検討課題です。 

保険者からも円滑な移行を促すため、保険者から事業主、加入者等へのマイナンバーカード取得要請とそのフォロー

アップを行うとともに、保険者による被保険者のマイナンバーカードの初回登録の促進を図るとされています。 

◆採用活動を有利にするユースエール認定 

 2019 年６月時点の認定企業は 554 社で、２年前と比較して２倍超に増えています。 (1)ハローワークでの重点的

な PR、(2)若者雇用促進総合サイトでの紹介、(3)認定企業限定就職面接会への参加、(4)対象助成金の助成額アップ、

(5)日本政策金融公庫の低利融資、などのメリットに魅力を感じ、若年者層を採用したい企業で取得が進んでいるようで

す。 

人手不足にお悩みの企業は、取得を検討してみてはいかがでしょうか？ 

マイナンバーカードの普及・利活用の促進と企業実務への影響 

◆日本での就職要件緩和により注目される「外国人留学生」 

 外国人留学生を採用したい企業が増える一方、日本での就職を希望する外国人留学生の就職先の選択肢が制限されて

いて断念してしまうケースが少なからずあったため、今年５月に法務省告示が改正されました。 

改正により、大学等で学んだ分野以外を就職先とする就職活動が可能になり、今後、日本で就職する外国人留学生が

増えることが見込まれます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ発効する日中社会保障協定 

◆９月１日から日中社会保障協定が発効に 

「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府

との間の協定（日・中社会保障協定）」の効力発生のた

めの外交上の公文の交換が、５月 16 日に北京で行われ

ました。これにより、令和元年９月１日から協定の効力

が生ずることになります。 

昨年５月に日中の間で署名が行われましたが、日本側で

は社会保障協定は条約に該当し、国会の承認を得ることを

必要としたため、発効までに時間を要したものです。 

男性の育児休業取得率とパタハラ 

 ②男性の育児休業を促進する動き 

そのような中、６月５日、自民党の有志議員が

「男性の育児休業義務化」を目指す議員連盟の設

立総会を開きました。議連は、本人からの申請が

なくても、企業から「育児休業を取らないのか」

と促すことを義務付ける仕組みの制度化を目指

すとし、育介法の改正などを視野に活動するとし

ています。 

①育児休業取得率、女性は高水準・男性は低調 

厚生労働省「平成 30 年度雇用均等基本調査（速報版）」によ

り、最新の育児休業取得率（調査対象事業所における、出産者（男

性の場合は配偶者が出産者）のうち育児休業を開始した者の割

合）が判明しました。 

女性の取得率は 82.2％で、10 年以上高水準で安定していま

す。その一方、男性の取得率は 6.16％ということで、６年連続

で上昇してはいますが、依然としてきわめて低調です。 

③パタハラ疑惑で炎上する企業 

おりしも、大手化学メーカーにおいて、パタニティ・ハラスメ

ント（男性の育休取得者への嫌がらせ）疑惑が取りざたされてい

ます。報道等によれば、ある男性社員が約１カ月弱の育児休業休

職を取得したところ、職場復帰した翌日に転勤を命じられ、その

後の転勤時期をずらす交渉等もまとまらず、退職を余儀なくされ

たといいます。男性の妻が、社名をほのめかした発信を Twitter

上で行い、またたく間に社会問題化してしまいました。 

同社は「くるみん」（厚生労働省による子育て支援に積極的な

企業への認定マーク）を取得していたため、前述の議連からも「く

るみんを取得していても、あのような事例があったのは残念」と

名指しでコメントされる等、望ましくない事態となっています。 

【厚生労働省「平成 30 年度雇用均等基本調査（速報版）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05049.html 

◆日中社会保障協定の効果 

 これまで、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者（企業駐在員等）等には、日・

中両国で年金制度への加入が義務付けられていたため、年金保険料の二重払いの問題が生じていました。日中社会

保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が５年以内の一時派遣

被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。要するに日本から中国に５年以内の

期間を予定して派遣される人は、中国の年金制度に加入する義務は免除され、引き続き、国民年金または厚生年金

に加入するということです。一方、中国から日本に同様に派遣されてくる人は、日本の年金制度への加入が免除さ

れ、引き続き、中国の年金制度に加入し続けることになるのです。 

 

在中国在留邦人数（永住者を除く）は、121,095 名（うち民間企業関係者(本人)70,135 名）に上ります（平成

29 年 10 月現在）。協定が発効すれば、企業、駐在員等の負担が軽減されますし、さらに日本企業の競争力向上や

日・中両国の人的交流が一層促進されることが期待されています。 

④違法性がなければよい、とは限らない 

法律上、使用者は「労働者の子の養育（略）の

状況に配慮しなければならない」（育介法 26 条）

とされていますし、必要性のない配置転換であれ

ば「権利の濫用」（労契法３条５項）とみなされ

る恐れもあります。また、違法性がないとしても、

ハラスメント行為と世間からみなされることと

なれば、上記化学メーカーのように大きなイメー

ジダウンとなり、企業活動にも支障をきたすこと

でしょう。 

法律の正しい理解と、マタハラ・パタハラを生

まない職場づくりが大切です。 

◆社会保障協定はなぜ行われる？ 

 社会保障協定は、①「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する（二重加入の

防止）、②保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を、協定を結んでいる国の年金制度に加入し

ていた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする（年金加入期間の通算）、ために締結して

います（ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国については、①の保険料の二重負担防止のみ）。 

現在、日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカなど 22 カ国と協定を署名しており、うち 19 カ国は発効して

います（署名済未発効の国：イタリア、中国、スウェーデン）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
10 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または銀行］ 

16 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 


